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（５）その他連絡事項について
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・特定都市河川浸水被害対策法
・農地、農業用施設を活用した流域治水の推進について
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農地、農業用施設を活用した流域治水の推進について 

 

 

近年、気候変動の影響により水災害の激甚化・頻発化が顕在化しており、今後、更に降

雨量等の増加が予測されている。 

このような気候変動による外力の増加に対応するため、本年３月 30 日に公表された一

級水系等における「流域治水プロジェクト」では、河川整備をより一層加速するとともに、

農地や農業用ダム等の農業用施設が有する雨水貯留機能や洪水調節機能等の多面的機能

を活用する取組が、流域のあらゆる関係者と協動して行う施策の一つとして位置づけられ

ているところである。 

流域における水災害の軽減に資するために、これらの施策が着実に進むよう別紙の通り

農林水産省と国土交通省が連携して取り組むこととしたので通知する。 

ついては、貴管内の都道府県及び政令指定都市に対してこの旨を周知するとともに、関

係市町村にも共有されるよう本通知を周知されたい。また、農林水産省から地方農政局等

に対して本通知を周知していることを申し添える。 
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【別紙】 

令和３年９月 28 日 

農林水産省農村振興局 

国土交通省水管理・国土保全局                                               

 

 

農地、農業用施設を活用した流域治水の推進について 

 

 都市・市街地の近傍や上流域には、農地や農業用ダム等の農業用施設が位置してい

る。本年３月 30日に公表された一級水系等における「流域治水プロジェクト」には、

これらが有する雨水貯留機能や洪水調節機能等の多面的機能を活用する取組が流域の

あらゆる関係者が協働して行う施策の一つとして位置付けられている。            

今後、プロジェクトが着実に推進されるよう農林水産省と国土交通省は、次のとお

り連携して取り組むこととし、所管の関係機関等へ周知を図るものとする。 

 

【農林水産省 農村振興局の取組】 

農地、農業用施設を活用した流域治水対策が円滑に進むよう、農林水産省は以下の取 

組を行う。 

第１ 気候変動等に伴う営農形態の変化を踏まえ、今後の農業用水にかかる水利用に 

ついて検討を行う。 

第２ 農業用ダムの事前放流の定量的・定性的な評価について、国土交通省と連携し

て取り組む。また、都道府県、市町村、土地改良区等（以下「都道府県等」とい

う。）と連携して農業用ダムの事前放流の課題やダムから事前放流した水の有効

活用手法、事前放流後に水位が回復しない場合の対応策について検討し、洪水調

節機能強化の取組を推進する。 

第３ 都道府県等と連携して、水田の雨水の一時貯留能力を高める取組である「田ん

ぼダム」を普及促進し、田んぼダムに取り組む水田面積の拡大に努める。 

また、農林水産本省内に有識者委員会を設置し、水田の持つ雨水貯留能力の特

性、効果及び「田んぼダム」の普及・拡大に向けた留意点について検討する。 

第４ 都道府県等と連携して、ため池の整備等を支援し、事前放流や低水位管理によ

るため池の洪水調節機能強化の取組の拡大に努める。 

第５ 都道府県等と連携して、農業用排水施設等の整備を推進し、的確な排水操作に

努めるとともに、施設の有効活用による湛水被害の軽減に努める。 

 

【国土交通省 水管理・国土保全局の取組】 

農地、農業用施設を活用した流域治水対策が円滑に進むよう、農林水産省が行う取 

組に協力する。 

第１ 国土交通省が許可等を行っている水利使用に関し、気候変動に伴う営農形態の

変化を踏まえた今後の農業用水にかかる水利使用について、まず農林水産本省に

よる検討に協力する。 
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第２ 農業用ダムの事前放流の効果の定量的・定性的な評価について、農林水産省と

連携して取り組む。また、農業用ダムの事前放流の課題やダムから事前放流した

水の有効活用手法について、まず農林水産本省が行う検討に協力する。 

   なお、事前放流後にダムの水位が回復しない場合の水利用の調整に関して、農

林水産省をはじめとする関係利水者の相談に応じ、必要な情報を提供し、関係者

間の水利用の調整が円滑に行われるよう努める。 

第３ 農林水産本省が設置する田んぼダムに係る有識者委員会に参画するととも

に、雨水貯留機能を持つ水田に接続する河川に対する治水効果及びその及ぶ

範囲に関して、定量的・定性的な評価を行う。 

第４ 廃止又は用途替えされた農業用ため池のうち、治水効果が見込まれるため 

池を治水対策として有効活用する施設の整備について支援する。 

 

 

 

担当 農林水産省農村振興局整備部水資源課長 

国土交通省水管理・国土保全局河川計画課長 
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